
総務政策常任委員会会議録

平成24年７月18日

場 所 第２委員会室



平成24年７月18日（水曜日）

午前10時０分開会

会議に付託された議案等

○総合政策及び行財政対策に関する調査

○その他報告事項

・セーフティネットとしての計画停電について

・平成25年度国の施策・予算に対する提案・要

望について

・ビームダウン式集光装置について

・「中山間地域をみんなで支える県民運動」につ

いて

・中山間地域振興協議会の設置について

・新燃岳の警戒範囲の縮小に伴う対応について

・米海兵隊オスプレイの日本への配備等につい

て

・本庁版ＢＣＰの運用開始について

出席委員（８人）

委 員 長 黒 木 正 一

副 委 員 長 渡 辺 創

委 員 外 山 三 博

委 員 星 原 透

委 員 宮 原 義 久

委 員 岩 下 斌 彦

委 員 鳥 飼 謙 二

委 員 有 岡 浩 一

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

総合政策部

総 合 政 策 部 長 稲 用 博 美

総 合 政 策 課 長 金 子 洋 士

中山間・地域政策課長 川 原 光 男

総 務 部

総 務 部 長 四 本 孝

危 機 管 理 統 括 監
橋 本 憲次郎

兼 危 機 管 理 局 長

総 務 部 次 長
亀 田 博 昭

（総務・職員担当）

危 機 管 理 局 次 長
大 坪 篤 史

兼 危 機 管 理 課 長

部参事兼総務課長 柳 田 俊 治

事務局職員出席者

総 務 課 主 幹 馬 場 輝 夫

議 事 課 主 査 佐 藤 亮 子

○黒木委員長 ただいまから総務政策常任委員

会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

す。

お手元に配付いたしました日程案のとおりで

よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○黒木委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時０分休憩

午前10時１分再開

○黒木委員長 委員会を再開いたします。

報告事項の説明を求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が終了した

後にお願いいたします。

○稲用総合政策部長 総合政策部でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

今回の御報告いたします内容につきまして、

御説明いたします。

その他の報告事項５件でございます。お手元
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にお配りしております総務政策常任委員会資料

の表紙をあけていただきまして、目次をごらん

いただきたいと思います。

１点目が、セーフティネットとしての計画停

電について。先月、国及び九州電力から詳細が

示されましたので、その概要を報告するもので

あります。

２点目が、平成25年度国の施策・予算に対す

る提案・要望について。国に対して求める本県

の実情に応じた要望事項等を報告するものであ

ります。

３点目が、ビームダウン式集光装置について。

本県の豊富な地域資源であります太陽エネル

ギーを利用した新たな取り組みを報告するもの

であります。

４点目が、「中山間地域をみんなで支える県民

運動」について。今年度実施いたします県民運

動の取り組みを報告するものであります。

最後に、中山間地域振興協議会の設置につい

て。中山間地域振興計画に基づいて、各地域に

設置する協議会の概要を報告するものでありま

す。

詳細につきましては、担当課長から説明させ

ます。

私からは以上でございます。

○金子総合政策課長 それでは、１点目の報告

事項、セーフティネットとしての計画停電につ

いて御説明いたします。１ページでございます｡

これは、原則実施しないということでござい

ますけれども、発電所のトラブル等、万が一の

不測の事態に備え、最後の手段として準備を進

めておくということでございます。

２に計画停電の運用とございます。これは、

国の基本方針として示されたものでございます｡

対象時間は、午前８時30分から午後９時までの

間として、１回の停電時間を２時間程度とし、

それを６つのグループに分けていくということ

でございます。

（２）のグループ分けでございますが、九州

全体を２つのエリア―宮崎は、福岡、佐賀、

大分、４県のグループに入っております。それ

ぞれのエリアにおきまして10万～20万キロワッ

トごとに30のサブグループに細分化する。この

細分化の趣旨は、必要最小限のエリア設定をす

ることで、きめ細かな対応をしていくという趣

旨で細分化されているということでございます。

それから、②にありますとおり、10のサブグルー

プを１つのグループとしまして、合計３つとい

うことで、九州全体では２つのエリア掛ける３

で６グループということになります。

（３）医療機関等の特例ということで、停電

による影響をできる限り緩和する施設というこ

とです。①人命にかかわる施設といたしまして、

医療機関でございます。県内では、救急医療機

関や災害拠点病院等68の施設が通電されるとい

うことになっております。②の県庁の庁舎、市

町村役場の本庁舎、県警察本部、各警察署、消

防本部、そういった公益性の極めて高いところ

が特例ということになっておるところでござい

ます。それ以外に、鉄道、航空、金融決済シス

テム等についても通電ということになっており

ます。

（４）にあります在宅等での人工呼吸器等患

者への対応ということで、これは、各医療機関

等への注意喚起、あるいは計画停電の情報提供、

緊急相談窓口を設ける、あるいは電気が通る近

隣の医療機関の施設の紹介、あるいは九州電力

による小型発電機の貸し出し等、さらには熱中

症対策というような形できめ細かく対応するよ

う方針が定められております。
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３の手順でございます。次のページ２ページ

でございます。

ここに需給逼迫警報と計画停電の流れを整理

してございます。まず、前日の18時をめどに、

供給予備率が３％を下回る見込みとなった場合

につきましては、第１報として、需給逼迫警報

が国から発出されます。翌日の緊急節電要請を

行うというものでございます。国からは、各報

道機関、各業界団体、そして県にも参ります。

県からは市町村や関係団体等に連絡するシステ

ムを構築したところでございます。また、九州

電力からは、事前にメールを登録した方、ある

いは大口の需要家等に送られるということに

なっております。ただ、この場合でも、計画停

電の可能性があるとされる場合につきましては、

翌日予定のスケジュール、停電時間帯、サブグ

ループ等の発表がございます。これにつきまし

ても、報道機関や県・市町村への連絡があると

ころでございます。

そして、当日になりまして、午前９時をめど

に需給逼迫警報の続報というのがございます。

そして、その後も需給状況の変化に応じて続報

が発令されるということになっております。こ

れも同じように緊急節電要請という趣旨でござ

います。

それから、いよいよ３～４時間前になりまし

て、引き続き逼迫が解消されないと見込まれる

場合につきましては、国から「緊急速報メール」

というのが発出されます。これは事前に登録し

なくても、一斉に各携帯等に速報メールが入る

というものでございます。それで、計画停電が

回避されれば御の字なんですけれども、２時間

前に供給予備率が１％を下回るという場合につ

きましては、計画停電を実施するということで、

そのスケジュールが発表されます。

このような基本的な流れとなっておるところ

でございます。

前のページに戻っていただきまして、これら

を受けた県としての対応を４に整理してござい

ます。（１）にありますとおり、市町村、関係団

体等ということで160を超える関係団体等への連

絡体制をつくったところでございます。既に３

回ほど説明会の開催等を―市町村や関係団体

等に対して、県主催、そして、そこに九州電力

からお見えいただいて説明をいただくという説

明会をやったところでございます。

それから、（３）にありますとおり、県の広報

紙なりホームページ等を通じました啓発・注意

喚起をやっております。

それから、（４）在宅の患者さん等の対応でご

ざいますが､これは福祉保健部のほうで実態調査

をやっております。そして、医療機関等への協

力要請、福祉のほうでは医療薬務課と９つの各

保健所に緊急相談窓口を設けて、在宅の患者さ

ん等からの相談に応じる体制をとったところで

ございます。

それから、（５）、例えば、警察におきます信

号が消えた場合の手信号の訓練ですとか、ある

いは農畜産関係におきます営農関係の留意事項

の周知徹底、ここらをやったところでございま

す。

それから、（６）の九州電力への申し入れでご

ざいます。これは、前回の当委員会での御指摘

等も踏まえまして、まずは電力の安定供給に向

け最大限の努力をすること、需給対策をしっか

り示した上で県民にわかりやすく広報すること、

計画停電に関する不安や疑問へのきめ細かな対

応に努めること、これを知事あるいは総合政策

部長のほうから九州電力に対しまして申し入れ

たところでございます｡
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とにかく、まずはこういった事態を避けるた

めに、一昨年比10％程度以上の節電ということ

を徹底することが大事だと思っておりますので、

今後とも、県といたしましても、その周知徹底

に積極的に協力をしてまいりたいと考えており

ます。

計画停電については、以上でございます。

引き続きまして、３ページでございます。平

成25年度の国の施策予算に対する提案・要望と

いうことで取りまとめをさせていただいたとこ

ろでございます。

１に書いてありますとおり、県の総合計画に

基づく県政の重要課題に対応いたしますため、

国の来年度予算編成作業をにらみつつ、国の施

策・制度の創設、拡充等の提案・要望をまとめ

たものでございます。

２にありますとおり、総合計画のアクション

プランの４つの施策目標、プラス地方分権・行

財政という形で５つの柱で分類いたしました。

３にありますとおり、項目数は51項目ござい

ます。うち重点が27、新規が15ございます。各

柱ごとの内訳は記載のとおりでございます｡

４に要望活動のスケジュールとございます。

これは既に終わっておりますけれども、７月７

日に、民主党県連の政策会議に対しまして要望

を御説明しました。それから、先週の12､13でご

ざいますけれども、知事を先頭に、民主党ある

いは関係省庁、それから県選出の自民党の国会

議員の皆様への協力依頼をしたところでござい

ます。後、各部長による要望事項を随時行うこ

ととしております。スケジュール上は８月31日

が政府予算の概算要求の締め切り日というふう

になっているところでございます。

４ページをおあけください。そこに主な重点

項目ということで11の項目を記してございます

が、主に７つのことにつきまして簡単にポイン

トのみ御説明させていただきます。

まず１番、南海トラフの巨大地震対策、これ

は新規の要望でございますが､特措法がないとい

うこともありまして、その法整備を要望いたし

ました。それから、減災対策に対します財政支

援措置等を要望してまいりました。

それから、２点目の口蹄疫からの再生・復興

でございますが、これは、これまでも国から支

援をいただいておりますが、畜産の新生という

ことがキーワードになっておりまして、引き続

きの支援と、２点目にありますとおり、水際防

疫を単県ではなく、オールジャパンでやってほ

しいということを強く要望いたしました。

それから、３点目が埋却地の再生整備でござ

います。これも新規要望ということでございま

す。御案内のとおり、22～24の３年間が発掘禁

止期間ということになっておりまして、25年以

降の農地としての再生という形の支援を強く要

望したところでございます。

②の産業・雇用づくりに関しましては、地方

の実態に即した経済・雇用対策ということで、

本県は、フード、環境・新エネルギー等の育成

や集積に取り組んでおるところでございますが、

さらに補正予算のお話等も挙がっておりまして、

やはり引き続き、経済環境の厳しい本県への支

援・配慮を要請したところでございます。

その下の東九州自動車道を初めとする国土

ミッシングリンクの早期解消ということです。

平成28年度までの開通という明るい話題が出ま

したけれども、さらなる早期完成といいましょ

うか、特に災害対応、命の道としての位置づけ

からも早期整備を要望したところでございます。

それから、⑤地方分権関係でございますが､地

方税財源の充実といたしまして、まずは地方交
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付税の総額確保、それから２点目にあります地

域自主戦略交付金、いわゆる一括交付金でござ

いますが､これの配分方法―さきの議会でも議

論がありましたけれども、本県にとりましては、

社会資本整備のおくれということもありますの

で、継続分ではなく、客観的指標の分を重視し

てほしいという形で強く要望したところでござ

います。

その下も、その絡みで農業農村整備あるいは

社会資本整備という形で重点配分を要望したと

ころでございます。

この件につきましては、以上でございます。

最後に、５ページでございます。ビームダウ

ン式集光装置でございます。

これは、５月23日に当委員会でも視察をいた

だいた宮崎大学の施設でございます。いよいよ

今回、完成ということでございます。

目的の欄にありますが、太陽エネルギーを活

用して、新たな取り組みといたしましてビーム

ダウン式集光装置を設置して、そこによって研

究開発、フィールド実験等をこの宮崎の地で行

うという形で新エネの拠点づくりを目指すとい

うものでございまして、光学機器の三鷹光器が

有します装置の製造に関する技術を県内企業へ

移転することを目的として進めたものでござい

ます｡

装置につきましては、下のほうに絵がござい

ますけれども、ヘリオスタットといいまして、

地面に円形のミラーを置いた、いわゆる反射鏡

でございます。これを88台設置いたしまして、

これは太陽の動きに合わせて光を追っていく機

能を持っておりますが、集光いたしまして、上

のほうにあります楕円鏡のところでさらに下の

ほうへ集約していくという形で、光濃縮装置（Ｍ

ＳＣ）と書いてございますが、ここでの温度は

大体1,400～1,500度という、とてつもない温度

になるところでございます。これを受けて、下

のほうにレシーバとございますけれども、ここ

によって、例えば水素の製造、あるいはシラス

からシリコンのもととなりますシリカをつくる

とか、そういった形でのさまざまな実用化に向

けた研究開発が、今後行われる予定になってい

るところでございます。

次の６ページでございますが、上のほうが現

況の写真でございます。真ん中にございますと

おり、これにつきましては、2015年度を一つの

節目として、ここでビームダウン式集光装置の

量産化技術を確立していくということ。水素製

造につきましては、熱処理については宮崎大学、

水素製造は新潟大学という形で、両大学の連携

によりまして、太陽光という、いわゆる害のな

い熱源を使いまして水素製造を行っていくとい

う方法を、やはり2015年度、標準化していくと

いうことを目指す方向にございます。それから、

本県に多量に分布しておりますシラス、これか

らシリカ―太陽電池の原料となりますシリコ

ンのもと―が生み出せるということで、これ

も実証化に向けた技術の確立というのをやって

いくことになっております。最終的には2020年

度ぐらいまでを目標にした息の長い取り組みで

はありますけれども、今回のこの装置製造に当

たりましても、県内の地場企業も参画しており

ます。これをもとに、今後につきましてもさま

ざまな形で本県の地域産業へ波及するように、

私どものほうも支援してまいりたいと思ってお

ります。

３にありますとおり、来る８月６日に完成式

典がございまして、県議会のほうからは、黒木

委員長のほうに代表で御出席いただくというこ

とになっているところでございます。
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説明は以上でございます。

○川原中山間・地域政策課長 中山間・地域政

策課でございます。

７ページをお願いいたします。「中山間地域を

みんなで支える県民運動」についてでございま

す。

この運動は、昨年９月に策定いたしました宮

崎県中山間地域振興計画に基づきまして、県民

の方々に広く、中山間地域の抱えている課題や

果たしている役割の重要性等について御理解を

いただき、中山間地域と都市住民との交流・連

携や、中山間地域の経済活性化への支援の取り

組みなどを通じまして、県民全体で中山間地域

を盛り上げ、支えていく県民運動として展開し

ていきたいというふうに考えております。

今年度の具体的な取り組みといたしましては、

２にありますように、中山間地域が果たしてい

る役割等についての理解促進など、３つの大き

な柱で運動に取り組んでいくこととしておりま

す。

まず、（１）の中山間地域が果たしている役割

等についての理解促進でございます。ここで大

変申しわけありませんが、資料の訂正をお願い

いたします。小学校３～４年生で使用する「社

会教育副読本」となっておりますけれども、正

しくは「社会科副読本」でございます。申しわ

けありません。この小学校３～４年生で使用す

る社会科副読本の附属教材として、中山間地域

の果たしている役割等について学ぶための小冊

子やＤＶＤを作成いたしまして、県内の各小学

校に配布することとしております。また、広く

県民の方々の理解や県民運動の周知を図るため、

パンフレットでありますとかポスター、テレビ

ＣＭ、新聞広告等の広報活動を実施していくこ

ととしております。また、10月を「中山間地域

応援月間」と定めまして、広報活動のほか、日

向市東郷町におきまして、講演会など中山間地

域振興シンポジウムを開催することとしており

ます。

（２）の中山間地域と都市部との交流・連携

の促進でございますけれども、「いきいき集落」

の全県的な展開を図りながら、各集落が行うイ

ベントやいきいき集落と地域づくりネットワー

ク協議会との連携等によりまして、中山間地域

と都市部との幅広い交流につなげてまいりたい

と考えています。また、「中山間盛り上げ隊」に

つきましては、今年度から小学生以上の親子で

の参加や、団体登録を可能とするなど、登録要

件を拡大しておりまして、盛り上げ隊による支

援、交流の輪をさらに広げていきたいと考えて

おります。なお、これまでに既に宮崎市の小学

校６年生と延岡市の小学校１年生が隊員登録を

されておりまして、このうち宮崎市の児童につ

きましては、７月21日に高岡町で行われる集落

の草刈り作業にお父さんと一緒に参加する予定

というふうに聞いております。

（３）の中山間地域の経済活性化への支援に

つきましては、県民の方々に対しまして、中山

間地域の物産品等の利用や購入の呼びかけ、ま

た、100万泊県民運動の一環としての中山間地域

への宿泊の呼びかけなど、中山間地域支援のた

めのＰＲ活動を実施していくこととしておりま

す。また、今年度設置いたしました中山間地域

産業振興センターを通じまして、地域資源を活

用した多様な産業おこしの取り組みの支援や、

いきいき集落など中山間地域の物産市の開催、

あるいは、中山間地域にある温泉あるいは道の

駅、こういった集客施設を対象にしたスタンプ

ラリーを実施いたしまして、利用促進キャンペー

ンの実施などを行うこととしております。こう
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いった取り組みを通じまして、中山間地域の経

済の活性化を県民みんなで支援していくような

取り組みを進めてまいりたいと考えております。

県民運動につきましては、以上でございます。

続きまして、次のページをお願いいたします。

中山間地域振興協議会の設置でございます。

これは、中山間地域振興計画に基づきまして、

県内の各地域に県、市町村、地域住民、関係団

体等で構成いたします中山間地域振興協議会を

設置するものでございまして、地域の多様な意

見を施策に反映させることによりまして、地域

の実情に応じた中山間地域対策を積極的に推進

してまいりたいと考えております。協議会は、

西臼杵支庁、各農林振興局単位の７地域に設置

することとしております。

３の構成員につきましては、県、市町村、地

域住民、関係団体としておりまして、県のほう

からは中山間地域対策推進本部の地域委員でご

ざいます西臼杵支庁、各農林振興局の次長、市

町村におきましては、企画部門の担当課長、地

域住民及び関係団体としましては、１協議会当

たり５名から10名程度の人数で、公民館組織の

関係者あるいは地域づくり団体関係者に入って

いただきまして、そのほか、協議テーマに応じ

まして、関係団体等から地域ごとに選定をお願

いすることとしております。

４の協議会の運用でございますが、まず、各

地域の実情でありますとか抱えている課題を踏

まえました協議テーマを設定いただきまして、

これらのテーマに応じまして新たな取り組み等

に対する提案など、地域住民や関係団体等の方々

を交えて幅広い意見交換を行うこととしており

ます。この協議会の中で地域から出された意見

につきましては、本庁関係課で対応を協議いた

しますとともに、新たに予算化を伴うものや複

数部局にまたがる事案等につきましては、中山

間地域対策推進本部で対応を協議いたしまして、

事業化等について検討をしていくこととしてお

ります。なお、地域の意見を踏まえた対応等に

つきましては、各地域協議会へ報告することと

しております。

５の設置状況等につきましては、現在、各地

域におきまして、協議会設置に向けまして、市

町村や関係者と調整中でございます。今月の20

日には西臼杵地域で第１回目の協議会の開催を

予定しているところでございます。

中山間・地域政策課からの説明は以上でござ

います。

○黒木委員長 執行部の説明が終わりました。

委員の皆様、質疑はありませんか。

○鳥飼委員 総合政策課のところの計画停電の

ことでお尋ねしたいと思います。いろいろと御

説明いただきました。それで何点かのお尋ねを

したいんですが、そもそも計画停電を実施する

という理由は、どこかの発電所が故障した場合

というようなことがテレビ、新聞で書いてあり

まして、原則はやらないということですね。電

力使用制限令というのはやらなくて計画停電を

やるということになっているんですが、その辺

の議論というのは、経済産業省なりが決めたこ

とが伝わってきたんでしょうけれども、何か説

明を受けていますか。

○金子総合政策課長 御質問の件につきまして

は、政府のほうで電力需給に関する検討会合「エ

ネルギー・環境会議」というのがございまして、

そこで、まずは今夏の電力需給の逼迫にかんが

み、節電ということが決まりました。そして、

万が一に備えての計画停電への準備ということ

が決まって、６月22日に計画停電に向けての方

針がまとまって、それが各自治体等におりてき
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たというふうな流れになってございます。

○鳥飼委員 電力使用制限令ではなくて計画停

電をということで、県民の間、事業所の間に非

常に不安が広がっているというのがありますね。

そこで、今、御説明があったんですけれども、

なぜこういう計画停電の手法をとったのかとい

うのが理解できないんですが、一応そこは進む

として、県としての対応のところで、関係団体

等に対する説明会の開催というので、説明会を

されたと思っているんですけれども、主にどの

ような意見が出てきているんでしょうか。

○金子総合政策課長 まず、農業関係団体でご

ざいますが、やはり家畜―鶏とか豚、これへ

の影響、早場米の乾燥問題、酪農の生乳の管理

の問題とか、ここらあたりの不安というのが出

されたところでございます。

それから、呼吸器を使っていらっしゃる方々

の団体の方からは、九州電力から無償で貸して

もらえるのかというお話等が出たところでござ

います。

それから、よく「ホームページで広報」とい

うふうにあるんですけれども、高齢者の方とか、

なかなかそういうものに接する機会のない方に

ついては、もっと幅広くいろんな手法を使って

やるべきじゃないのかというふうな御意見等が

出たところでございます。

○鳥飼委員 いろんな不安がある中で準備をし

なさいと言われて、そのための費用とかがかか

るところも出てくるんじゃないかと思っている

んですけれども、そういうのは出てきていない

んですか。

○金子総合政策課長 確かに、例えば事業者で

自家発電機が今までなくて、それを今回に備え

て設置する場合等については、それは自前でと

いうふうなことになっております。それにつき

ましては、特にそれを電力会社側に求めるとい

うふうな声までは出なかったところでございま

す。

○鳥飼委員 電気の供給というのは独占事業体

の当然の義務ですね。そこでいろいろな経緯が

あって今回のような事態になったときに、金を

余分に出しなさいというのは事業体としても納

得がいかないと思いますね。これに対する支援

を何か考えるとか、それとも九州電力が負担を

すべきだとかやらないと、ぎりぎりのところで

いろんな事業をやっておられると思いますので、

やっぱり何か考えるべきではないかというふう

に思いますので、これは指摘をしておきたいと

思います。

３・11を受けて、原発が大飯３号、４号とい

うふうに起動してきて、あそこに活断層がある

というようなことでいろんな不安というものが

国民の間に広がっているということで、それの

払拭のためにというようなことがどうしてもぬ

ぐえないんですね。それは私自身の意見なんで

すけれども、そういう状況の中で、九州電力が

なぜこういうふうな計画停電をしなくちゃいけ

ないのかとか、広報を申し入れしていただいた

んですけれども―例えば、水力発電所が141カ

所とか、風力が何ぼとか、きょうの計画停電は

ありませんとかホームページに載っています。

いつもＮＨＫが、テレビできょうの使用率は82

％で計画停電の予定はありませんとか言う。当

たり前じゃないかと、いつも私はいらいらしな

がらあれを見るんですけれども、何か県民を誘

導しているような感じが私はするんです。

それは置いておくとして、例えばピーク時の

供給力というのが出ますね。これはホームペー

ジでとってきたんですけれども、今月の７月１

日は1,328万キロワットとか、予想最大電力
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は1,150万キロワットとか書いてあるんです。７

月17日は1,590万キロワットというふうになって

いるんですよ。ですから、どこかが動かしてき

ている、それか、中国電力から来たとか、いろ

いろ考えられるんですけれども、その結果とし

て、最大の実績の使用率というのが幾ら幾らと

出てきて、きょうは88％ですとなってきている

んですね。実績の最大電力の発生時間帯という

のが、通常は、工場とかそういうものがあれば

夏場の２時から３時ごろというのが高くなって

いるんですけれども、九州電力のを見てみます

と、夜の７時とか８時とかになっていて、家庭

電力のほうが多いのかなというような感じがす

るんです。ちょっとほかのところと違うのかな

とは思うんです。そこで、こういう申し入れを

していただいているんですけれども、例えば電

気予報の結果というものを、例えば７月分とか

いうようなことで毎日の分を見られるようにす

る、県民に対してわかるように説明してもらう、

そういうこともやっていただく必要があるん

じゃないかというふうに思うんです。どこの発

電所でどういうふうにやっていてとか、今、コ

ンバインドサイクル発電をやっているところも

あるわけですけれども、そういう実態、どこで

どれだけの発電していますというようなことを

明確にすべきだと思うんです。でないと、九州

電力から言われたことを、これはこれだけなん

ですね、これだけなんですねといって、例えば

新大分火力発電所ではどれだけの能力があって、

どれだけ発電していますというのは全く出てこ

ないんですね。それをトータルしたのが1,500何

十万キロワットになりますと。きょうは1,400万

キロワットぐらいが使われるでしょうというこ

とで88％と数字が出てきているんですけれども、

そういう積み上げも、九州電力としてはこれだ

け県民に迷惑をかけておるわけですから、ちゃ

んと説明をする必要があるんじゃないかという

ふうに思うんです。県としても、そういう申し

入れをもう一回―もう少しわかりやすくして

もらいたい、積算も含めて出してもらいたいと

いうことをお願いしておきたいと思います。

先ほど説明会をやられて―牛を飼ったり、

鶏を飼ったりとか、工場をやったりとか、病院

とかやっておられて、結果としてそういうふう

な負担をしなくちゃならないということはやは

り納得いかないと思うんです。それが独占企業

体としての当然の責務だと思うんですね。です

から、負担が出てくるのであったら、九州電力

がなぜ負担できないのか。ある程度できるのか。

補助制度として何か考えるべきではないか。で

ないと、自家発電機にしても買わんといかん。

結構お金がかかる。そういうのを把握していた

だく。

それと、宮崎県は屋根に乗せて全国２位とか

出ているんですけれども、そういうものをひっ

くるめて何キロワット発電していますという、

積み重ねを明確にしていただく。それも九州電

力にやっていただく。トータルとしてはこうなっ

ていますと。そして、この間、王子製紙ですか、

火災があって、今、発電のほうはとまっている

んじゃないかなと思っているんですけれども、

あそこはタイヤを燃やしたりとかいうことで、

自然エネルギーという位置づけのようなんです

けれども、そういう企業内の自家発電所でどれ

ぐらいやっているとか、そういうものをひっく

るめて、こういう状況できょうはこうなります

と。結果的に今月は１日がこうでしたというこ

とをもっと丁寧に説明してもらいたいというこ

とを求めてもらいたいというふうに思います。

○金子総合政策課長 九州電力の説明の場合、
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単なる計画停電だけの説明ではなく、電力需給

見通しについてという別の資料もつくった上で、

まずは先にそれで御理解をいただいて、そして

万が一に備えてのというふうな形の説明ぶりは

しているところでございます。御指摘の点、さ

まざまあったわけでございますが、電力供給者

と需要者（消費者）との需給関係の中で、やむ

を得ない場合はとめるという、そういった約款

の中でこういうことがされているということで

ございますが、御指摘のあったように、さまざ

まな形で消費者側としての負担も出てまいりま

すし、その趣旨につきましては、また九州電力

のほうにも伝えたいと思います。

○有岡委員 関連する質問になるかと思います

が、計画停電に対する準備状況をお尋ねしたい

と思いますが。こちらの資料でいきますと、人

工呼吸器等の患者の実態調査ということで対応

していらっしゃるということですから、それに

対するどれぐらいの数がいらっしゃって、そし

て小型発電機の貸し出しというような表現があ

りますが、こういったものが十分対応できるの

か。そして、それを周知してあるということで

あればいいんですが、まだこれから相談窓口を

設置して取り組むというようなことなのか、そ

の準備の状況をお尋ねしたいと思います。

○金子総合政策課長 これは、先ほど御説明し

ました、福祉保健部のほうで実態調査をしたと

ころでございまして、すべての医療機関に対し

て調査票を送ったところでございます。そのう

ち968の機関から回答があったということでござ

いますが、人工呼吸器については78名の方、た

ん吸引器が63名、酸素濃縮器が224名、その他３

名という形になっておるようでございます。停

電時の対応についてなんですけれども、例えば

医療機器メーカーとの連携、あるいはバッテ

リー、酸素ボンベ等の確保等によりまして、現

時点ではすべての患者は対応可能だという回答

が得られたとのことでございます。ただ、不測

の事態も想定されますので、九州電力のほうで

は、小型発電機の貸し出しも予定しておるとい

うことで、それが47台ほどあるということでご

ざいますので、そこらでの対応があろうかと思

います。

それから、医療機関で68の機関が通電すると

いうことですので、そこらでの受け入れ、ある

いは国立病院等がさらなる緊急時の受け入れ機

関という形で指定されておるようでございます

ので、そういった二重三重の構えで対応してい

くというふうな準備状況になっております。

○有岡委員 実態調査をされた方々に対する周

知というのは既に終わっているんだろうかとい

うことをお尋ねしたいと思います。

○金子総合政策課長 当然、その方たちがかかっ

ていらっしゃる医療機関を通じての調査という

ことですので、それは周知済みでございます。

○有岡委員 もう一点、中山間地域の件でお尋

ねしたいと思いますが、子供たちに対して、中

山間地域の副読本を教材として使って周知して

いくことは必要だと思うんですが、別の角度か

ら言いますと、実は大変山が荒れているという

実態がある中で、副読本では、こういう機能が

あるんだと。ところが、山は実際は荒れている、

この矛盾する現状も今あるんではないかと思う

んです。そういう意味で大変大きな宿題ではあ

るんですが。周知はするけれども、実態として

は山が荒れてしまっているという、矛盾という

んでしょうか―何とか山を守るための取り組

みが必要だなと思う中で、中山間盛り上げ隊の

取り組みをやっていらっしゃるようですけれど

も、今後の新しい目玉というんでしょうか、政
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策があればお尋ねしたいと思います。

○川原中山間・地域政策課長 小学生への理解

促進につきましては、いろんな形で、置かれて

いる厳しい状況でありますとか、今言われたよ

うな形で、山の担い手が少なくなっているといっ

たような現状の大変さ、こういったものを伝え

ていきたいとは思っています。御質問の森林を

守るという部分につきましては、環境森林部の

ほうが中心になってやっていくとは思いますけ

れども、昨年策定いたしました中山間地域振興

計画の中で、農業、林業を含めた第１次産業の

振興という部分も、各部連携しながら取り組ん

でいくこととしておりますので、そういった中

で担い手の部分とか、森林保全の部分について

も取り組んでいきたいというふうに考えており

ます。

○有岡委員 バックボーンとしてのこちらの情

報というんでしょうか、施策というのをしっか

り持っておく必要があると思いますので、今後

ともお願いしたいと思います。

もう一点、予算的な措置についてお尋ねしま

すが、中山間地域振興協議会設置ということで

動き出すようですけれども、予算措置がどの程

度してあったのか、これの中身についてお尋ね

したいと思います。

○川原中山間・地域政策課長 中山間地域振興

協議会の予算でございますけれども、額としま

しては170万余でございまして、中身につきまし

ては、委員への謝金でありますとか、旅費が大

半でございます。

○有岡委員 どうもありがとうございました。

結構です。

○星原委員 まず、計画停電なんですが、全国

的な原発の問題やらいろいろひっくるめて、夏

場は足りないということであれば、蓄電という

ことではどういう形をとっているものなんです

か。

○金子総合政策課長 それは各家庭とかにおけ

るということでしょうか。それとも国家的な蓄

電という趣旨。

○星原委員 そうじゃなくて、原発でもあるい

は水力発電でもいろんな形で、この夏場以外の

ときに余剰電力として蓄電する能力というか、

そういうものはやっているものなんですか。そ

れとも、随時使っている中の余っている分は毎

日、毎日の使用の中でしかしていないものなの

か。要するに蓄電という形でためておくことは

できんのかという……。

○金子総合政策課長 家庭用の細かな蓄電器の

システム等はあると思いますけれども、全国的

な分で発電余剰の分をためておいてピーク時に

回すというふうなシステムはなくて、揚水発電

所というのが、余剰電力でくみ上げておいて、

いざというときのピーク時にそれを落として発

電するという機能を果たしておりまして、木城

町にある小丸川発電所はまさにそういう施設で

ございます。

○星原委員 それと、今の原発稼働が可能にな

らなければ、毎年こういう問題が起きてくるわ

けですね。そうすると、宮崎県内でも今、太陽

光パネルなんかを設置すれば幾らとかというこ

とで補助をしているわけですが、こういうこと

が継続していくようであれば、宮崎県としての

政策の中に何かそういった目標を設置するとか、

いろんなものを入れていく形で少しずつやって

いかないと、その年になっての問題ではなかな

か解決しないわけで。ずっと継続で何戸ずつ、

あるいは何千戸ずつふやしていこうとかという

ことで、わずかずつでもそういうことで電力を

供給できるような、そういう形にシステムとし
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て変えていかなくちゃいけないだろうというふ

うに思うんですが、これは国の政策の中にもそ

ういう形であるんでしょうけれども、県として

はそういうものに対しての考え方というのは

持っているものなんですか。

○金子総合政策課長 まさに御指摘のとおりで

ございまして、今、国のほうでは、今後の電源

構成のあり方について議論をしております。原

発の比率をどれぐらいに持っていくかというこ

とで、３案ぐらいあるようでございますが、当

然、今より落とす分につきましては、再生可能

エネルギーでカバーしていくという形になって

おります。地域におけるエネルギーの展開とい

うんでしょうか、地産地消というような観点に

も立ちますと、地域に分散した形でのエネルギー

の確保ということは大事な視点かと思っており

ます。今、環境森林部のほうで新エネルギービ

ジョンの改訂をやっているところでございます。

そういった中では、再生可能エネルギーを、フ

ルに本県の資源の可能性を生かして伸ばしてい

くというふうな数値目標も設定していくという

予定にしておるところでございます。

○星原委員 それと、「中山間地域をみんなで支

える県民運動」についてなんですが、ここに掲

げてあるとおり、「いきいき集落」あるいは「中

山間盛り上げ隊」とかいろんな形でなされてい

ます。それはそれで必要な部分だろうというふ

うに思うんですが、私が自分の住んでいる地域

を見たときに、そういう形のイベントとか交流

とか、言葉としては出てくるんですけれども、

地域に本当にそういう人たちが残るのかなと。

私の住んでいるところも、多いときで45戸ぐ

らいあったのが、減ってきて今、35戸数になっ

てきているんですね。私より下のメンバーとい

うのは数が限られておりまして、今、小学生と

か中学生の子供はいません。そういう地域をど

ういうふうにこれから盛り上げていくのかとい

うのもなかなかだと思うんですね。そういう地

域に子供からじいちゃん、ばあちゃんまで、我々

世代、全体が住むためには、そこで生活ができ

るのかどうかという部分が絶対出てくると思う

んです。ということは、やっぱり働く場所をど

ういうふうに確保していくのか、その地域を守

りながら生きていくすべをどういうふうにする

かということが基本になって、こういう県民運

動でもそうなんですが、今いる人たちがそこに

住んでいろんな交流とか、それはそれでいいこ

となんですけれども、本当にその地域で子供か

ら高齢者までが一体となって、我々の子供時代

と同じような形に本当にできるのか、できない

のか。できない場合には、どこかに集約されて

いくだろうと思うんです。多分、私は、今まで

の10年間とこれからの10年間は非常に変わった

形態が出てくるんじゃないかと、自分の地域に

住んでいながらそう思うものですから。私の子

供たちも２人とも私が住んでいる地域には住ま

ないで、ほかに居を構えましたから、そうなっ

てくると本当にどうなるのか。

ですから、本当にそういう地域に合った企業

誘致というものができるものなのか。生活する

場所と働く場所とを分けて考えるとか、いろん

なことが起こり得ると思うんですが、政策とし

て立てるときに、市町村に行って、その市町村

の職員の人たちとか、現実に今、生活している

ところの人たちの―どういった課題があるの

か、そういうものをくみ上げながら、いろんな

政策を立てられているんでしょうか。その辺に

ついてはどう考えておられるんですか。

○川原中山間・地域政策課長 いろいろ難しい

問題だと思うんですけれども、言われたように、
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まずは雇用と所得、これをいかに確保していく

かというのがこの中山間地域対策の最優先課題

だろうというふうに思っております。そういっ

た意味では、第１次産業であります農業、林業、

水産業、これの振興というのが対策の一番の重

要な点だろうと思っておりますので、ここの部

分につきましては、農政、林務等と連携しなが

ら一緒に取り組んでいくという部分と、新たな

産業おこし的なものはできないかといったよう

なことで、今回、産業支援センターを設置いた

しましたので、そういった部分も活用しながら、

所得に結びつくような何らかの仕組みができな

いかといったようなことについて取り組んでま

いりたいというふうに考えております。

それと、本当に地域の実情に応じた、地域が

何を求めているか、どういう施策を求めている

かというくみ上げの部分につきましては、おっ

しゃるとおりだと思いますので、今回、地域協

議会を設置いたしましたので、そういった協議

会等を活用いたしまして、本当に地域の置かれ

ている現状でありますとか、抱えている課題、

こういったものをいろいろ意見をいただきなが

ら、何とか施策のほうに反映していければいい

がなというふうに考えているところでございま

す。この協議会につきましては、市町村のほう

から、設置するということはもちろんだけれど

も、やはり実効性といいますか、施策の反映と

いう部分をぜひお願いしたいといったようなこ

とも聞いておりますので、この部分はそういっ

た形で実効性のある取り組みということでやっ

ていきたいというふうに考えております。

それと、言われましたように、集落が今後ど

うなっていくかという部分でございますけれど

も、人口減少あるいは高齢化というのは、過去

何十年にわたっていろんな取り組みをしている

中ではありますけれども、これは全国的な傾向

として、なかなか歯どめがかからないというか、

非常に深刻化している状況にあるというふうに

考えております。したがいまして、最終的に、

今言われたような感じで、通い林業じゃないで

すけれども、例えば一定の集落に、ある程度生

活機能のあるところに集まってもらうとか、い

ろんな仕組みといいますか、考え方が今後出て

くるかもしれませんけれども、そういった部分

もあわせて、将来の課題として、いろんな集落

の方々との意見交換の中で、今後この集落はど

うなるんだろうといったような部分も含めて、

またいろいろ考えていく必要があるかなという

ふうに考えているところでございます。

○星原委員 今までの10年間とこれからの10年

間の進行度というか進み方は、なっていくのか

なというふうに思うんです。ですから、総合政

策部として宮崎県の中山間地域を、皆さん方だ

けじゃなくて、言われたように、第１次産業に

関連する農林漁業のそれぞれの方々の抱えてい

る課題について、総合政策部としてどういう形

でリーダーシップをとっていったらいいのかと

いう部分が一つはあるんじゃないかというふう

に思いますので、その辺のところを先を見通し

てどういうふうな形にしていくか。私はいずれ

厳しい状況になっていくだろうと思うんですが、

少しでも守る期間を延ばしていける政策をとっ

ていかないと、山が荒れ、田畑が荒れ、果たし

てそれでいいんだろうかという、そういう時代

がやってくるような気がしているので、その辺

についても、イベントとかいろんなことをやっ

ていくことはもちろん大事なんですけれども、

県の方向性として、プラスアルファどういうふ

うな形に持っていくかということで、もうちょっ

といろんな角度から考え方をまとめていっても
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らえればありがたいと思いますので、ぜひよろ

しくお願いしておきます。

○宮原委員 あっち行ったりこっち行ったりで

申しわけないんですが、計画停電の部分で聞か

せてほしいんですが、発電所のトラブル、また

は万が一の不測の事態に備えてということなん

ですけれども、当然、発電できるところは今、

フル稼動という形でやっているというふうに思

うんですが、万が一ということを考えたときに、

今、九州電力なり、九州管内で火力発電所とか

新設というような状況はあるんですか。わかれ

ばですけれども。

○金子総合政策課長 ※新設はないようでござい

まして、例えば、昔、一回休止した分をもう一

回稼働させたりとか、とめる予定の分を延期し

たりとか、そういった形でやりくりをしながら

何とか維持していくというふうな対策をとって

いるというふうに伺っているところでございま

す。

○宮原委員 そうなってしまうと、トラブルが

起こる可能性は非常に高くなるのかなという気

がするんですけれども、原発もどれだけしたら

定期点検とかありますね。火力発電所もやっぱ

りそういう状況で定期点検があるとは思うんで

すけれども、それは基準の中で組み直しながら、

その中で今も発電をやっているということでい

いんでしょうか。

○金子総合政策課長 火力も同じように点検を

やっておりまして、つい先日、その点検中にふ

ぐあいが見つかったというのが２つほどありま

したが、それは事なきを得たといいましょうか、

計画停電までには至らなかったというケースは

ございました。

それから、恐れ入ります。さっき、新しい火

力の計画はないのかという御質問でございまし

た。私はないと申し上げたんですが、新大分の

ＬＮＧ火力、48万キロワットございますけれど

も、これが来年の７月着工で、28年７月運用開

始。それから、豊前の石油を使ったディーゼル

発電でございますけれども、１号機から３号機

まで各1,200キロワットの３台でございます。こ

れも本年４月着工、７月から運転開始というこ

とになってございます。訂正をいたします。

○宮原委員 今、訂正いただいたように、こう

いう新しいのが出てこないと、多分、ずっとそ

れで補うというのは非常に難しいかなというふ

うに思ったものですから、当然、新設はどこか

にないといかんだろうなと思ったんです。

それと、ことしみたいに雨が降れば、ダムで

の発電というのも安定するのかなと思うんです

けれども、これが仮に来年雨が降らなかったと

いうことになると、いよいよ厳しい状況になる

ので、新設するのは重要だろうというふうに思

います。

それと、小林にペレットをつくっているとこ

ろがあるんです。木質ペレットをつくって、ペ

レットにしたのを北九州まで運んで、それをま

た粉にしてまぜるという話だったんですが、今、

聞いていると、夏場はペレット自体は製造して

いないはずなんです。安定した電力を起こすた

めには、それをまぜると出力が下がるというふ

うに聞いていて、安定したエネルギーを出すた

めには石炭のほうがいいということのようです

から、こうなると、裏のほうでは中山間地域の

問題で木質が非常に下がっているということに

もなりますけれども、要はそういったものにま

ぜることで中山間地域も救われる部分があるん

ですけれども、こうなってくると中山間地もだ

めになっちゃうんですね。木材がはけないとい

※このページ右段に訂正発言あり
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うことにもなるから。やっぱり非常に連携して

いるのかなという気はしますので、原発を動か

してくれとは言いませんけれども、できれば早

く安定した状況でいけるようになるといいなと。

これはどうこうということじゃありませんけれ

ども。以上です。

○外山委員 ４ページ、一番初歩的なことをお

聞きするんですが、南海トラフという言葉があ

りますね。これは今まで全然ない言葉なんです

ね。ここ１～２カ月、急にマスコミ等で―こ

こでも南海トラフと当然のように出てきていま

すが、県民から見たらよくわからないと思うん

です。南海トラフという意味、中身をまず説明

してください。

○金子総合政策課長 私は表面的でしかわから

ないんですけれども、東海から日向灘まで広が

る海溝、そこの部分を総称して南海トラフと呼

んでいるというふうに理解しておるところでご

ざいます。

○外山委員 これはマスコミがつくった言葉な

んですか。それとも、国のほうでこういうもの

を法整備しようということでつくった言葉なん

ですか。

○金子総合政策課長 内閣府は、ことしの３月31

日に研究会の発表をいたしまして、この中で東

海から日向灘までの４つの地震―４連動地震

というんでしょうか、南海トラフという言葉が

そこで登場いたしました。そして、宮崎県内で

は、最大で15.8メートルの津波あるいは震度７

の震度分布が大きく広がるというふうな、これ

までの想定を大きく上回るような発表がありま

して、それ以降、対策の必要性が強く叫ばれて

いるという状況でございます。

○外山委員 今までは東海地震から東南海、日

向灘。今までのこういう言葉は使わずに、今後、

南海トラフという言葉を使っていくということ

なんですか。

○金子総合政策課長 今後、総称してそれを使っ

ていくかどうかまでは私も確証は得ておりませ

んけれども、おっしゃったように、東海地震、

東南海・南海地震、日向灘地震、この４連動型

の地震という形で「南海トラフ巨大地震」とい

うふうな表現を使っているようです。

○外山委員 県もその流れでしれっと南海トラ

フという言葉を使っておりますけれども、県民

にわかりやすく言葉の持つ意味、こういうこと

ですという説明がベースにないと、この言葉だ

けが先に行っても、「何のこっちゃろかい」とい

うことになるわけですね。

そこで、南海トラフ巨大地震への対応に向け

た法整備、具体的にはどういうことを指してお

るんですか。

○金子総合政策課長 これまで東海地震あるい

は東南海・南海地震については特別措置法とい

うのがあったわけでございます。そういった中

で今回、日向灘までカバーされる南海トラフ巨

大地震ということがありまして、要は日向灘へ

の対策という部分が現在の特別措置法では手薄

になっているということで、４連動型の巨大地

震を想定した新たな法整備をしてほしいとふう

なことでございます。例えば、避難タワーです

とか、避難路の確保、県庁舎みたいな防災拠点

の防災機能の強化、それから、東日本でもあり

ましたけれども、ほかの県から自衛隊なり消防、

警察が応援に行くわけですね。そういったとき

の後方支援拠点というんでしょうか、そういっ

たものをきちんとつくって、現地での被災者の

救出等に対応していく、そういうふうな後方支

援機能の強化、それから、防災インフラとして

の情報通信網―防災行政無線等の整備、ここ
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らあたりが本県としては、東海とか東南海地方

に比べますと手薄になっていますので、そこら

を要請したところでございます。

○外山委員 これは宮崎県だけじゃないですね。

東海から来れば太平洋側がずっとあるから、そ

こ辺は連動しながら、協力しながら、国の方に

要請していくほうが強いでしょう。宮崎県だけ

じゃなくて。

○金子総合政策課長 まさにそのとおりでござ

いまして、関係県が９つございます。９県で連

携して要望活動をやっておりますけれども、あ

した、全国知事会議がございまして、その前段

階で９県知事が集まって共同要望事項を固める

段取りになっておりますので、おっしゃったよ

うに、９県束になってきちんと要望していくこ

とが大事だと思っております。

○外山委員 トラフというのは日本語ですか。

英語ですか。造語ですか。どんな意味ですか。

○金子総合政策課長 新聞記事でも海溝としか

書いてないんですけれども。

○黒木委員長 ほかにありませんか。

それでは、その他、何かありませんか。

○岩下委員 計画停電関係で、ひしひしと声が

来ているのは、医療関係―命関係は当然でしょ

うけれども、葉たばこの乾燥をされる方、これ

がとまったら大変なんだというのがありますけ

れども、それも踏まえた上でのいろんな準備を

されていると思うんですが、葉たばこは大丈夫

ですか。

○黒木委員長 岩下委員、今、報告事項につい

ての質疑は終わって、その他に移ったんですが。

○岩下委員 済みません。その他の項目で。

○金子総合政策課長 ６月29日に農業関係の団

体を集めた説明会というのを農政水産部主催で

やったんですが、そこに計画停電に備えた留意

事項ということを伝達したところでございます。

さっきから出ています畜産部門とか施設園芸部

門、お茶の部門とかいうふうになっております。

その資料には具体的に葉たばこに関しての記述

はないようでございますけれども、農政水産部

内、本庁各課、各農林振興局に営農相談の窓口

もつくっておるところでございますので、具体

的な相談につきましては、そこらが対応するも

のというふうに考えておるところでございます。

○岩下委員 漏れはないと思いますけれども、

また再確認のほうをお願いしておきたいと思い

ます。以上です。

○黒木委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○黒木委員長 ないようでしたら、以上をもち

まして総合政策部を終了いたします。執行部の

皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時９分休憩

午前11時14分再開

○黒木委員長 委員会を再開いたします。

報告事項の説明を求めます。

○四本総務部長 総務部でございます。

本日、御報告いたしますのは、新燃岳の警戒

範囲の縮小に伴う対応について、それから、米

海兵隊オスプレイの日本への配備等について、

そして本庁版ＢＣＰの運用開始についての３件

でございます。

詳細につきましては、危機管理局次長に説明

させますので、よろしくお願いします。

なお、本日の出席者についてでありますが、

財務・市町村担当次長が県外に出張中のため、

委員会を欠席しております。

私からは以上でございます。
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○大坪危機管理局次長 それでは、委員会資料

に沿って３点、説明をさせていただきます。

１ページをごらんください。まず、新燃岳の

警戒範囲の縮小に伴う対応についてでございま

す。

１点目の警戒範囲の縮小ですけれども、気象

庁のほうから去る６月26日に内容が発表された

ものでございます。四角の中の②にありますよ

うに、噴火警戒レベルは３のまま継続するもの

の、警戒範囲は新燃岳の火口から２キロに縮小

されたところでございます。これを受けまして、

本県では、（２）にございますような知事コメン

トを発表しまして、夏休みに入るころ、７月下

旬を目途として、入山規制の一部解除を行うこ

とができればという姿勢で対応を進めてまいり

ました。

その結果、２にありますように、現地調査や

関係機関協議を踏まえまして、韓国岳と大浪池

につきましては、７月15日の日曜日から入山で

きることになったものであります。

参考までに、２ページのほうに地図を添付し

ておりますので、ごらんいただけますでしょう

か。この中で、緑色で表示した部分が今回通行

できるようになったところでございます。左上

と真ん中下の部分でございます。

なお、高千穂峰につきましては、鹿児島県側

の高千穂河原からは７月15日に同時に入山可能

となりました。ただ、本県の都城市や高原町か

らのルートにつきましては、山頂付近に危険な

箇所がありますことから、安全確保の処置を実

施した上で、後日、規制解除を行うことといた

しております。

続きまして、資料の３ページをごらんくださ

い。米海兵隊オスプレイの日本への配備等につ

いてでございます。この件につきましては、６

月22日に九州防衛局の担当課長が来県しまして、

米国側が作成した資料、実は本日、別冊資料と

してその関係部分を抜粋したものを添付してお

ります。表紙が「ＭＶ―22の普天間飛行場配備

及び日本での運用に関する環境レビュー最終

版」、そもそも英文なんですけれども、日本語に

訳されたものの中から抜粋したものを本日、添

付しておりまして、その資料をもとに本県に対

しても説明があったものでございます｡

その説明の主な概要ですけれども、（１）オス

プレイの配置、訓練計画に関しましては、①現

在、普天間基地に配備されている輸送用ヘリの

老朽化に伴う代替機として、同数のオスプレイ24

機を今年度末までには配備開始する予定である

こと。そして、②普天間基地に配備後、毎月２

～３日間は２～６機が静岡県や山口県の米軍基

地に展開し、③その際に、九州のルートなど、

全国で６つの訓練ルートにおいて航法訓練を実

施する予定であること。また、④この航法経路

は、今回新たに設定されたものではなく、従来

から米軍機が訓練に使用してきたルートである

こと。さらに、⑤オスプレイの安全性について

は、機体の安全性に何ら問題はなく、一貫して

海兵隊航空機の平均を上回る安全記録を示して

いること。さらに、⑥航法経路では、高度500

フィート―約150メートルということになりま

すが―以上で飛行するものであることなどで

あります。

なお、日本国政府としましては、こういった

訓練については、具体的なルートの詳細等につ

いては承知しておらず、あくまで米軍の運用に

かかわる問題であるので、詳細を明らかにする

ようアメリカ側に求める考えはないというのが

従来の考え方だという説明もございました。

次に、（２）九州での訓練の概要につきまして
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は、①九州の訓練ルートには、福岡・熊本・宮

崎・大分の各県、さらに、本県では県の北部が

含まれている模様であること。また、②本ルー

トでのこれまでの年間飛行実績は、合計111時

間、255回であり、③今後のオスプレイによる訓

練は、各ルートで年間約55回、全ルート平均で21

％の運用回数の増加が見込まれていること。さ

らに、④環境への影響については、訓練は各ルー

ト月３～４回程度で、現在のＦＡ―18等と比較

してオスプレイの騒音レベルは低いということ

から、悪影響や環境問題を引き起こす結果には

至らないことといった内容でございました。

こういった説明を受けまして、本県からは、

２にありますように、１点目が、なぜ、日本側

との事前調整や合意が不要なのか、法的な整理

を教えてほしい。２点目として、国として、ルー

トの詳細や訓練の実態を情報収集し、国民に提

供すべきではないか。３点目として、関係市町

村に対しては、国から直接説明することを検討

してほしいといったような点を指摘しまして、

要請したところでございます。

その後、先週金曜日になりまして、再度、九

州防衛局の担当課長が来県しまして、１点目の

法的な整理等について説明がありましたが、納

得できるようなものではなかったものですから、

３にありますように、引き続き、上記の要請事

項について確認を求めていくとともに、一定期

間経過後も回答がない場合には、文書での対応

も検討したいと考えているところでございます。

次に、資料の４ページをごらんください。本

庁版ＢＣＰの運用開始についてでございます｡

この件につきましては、６月議会の常任委員

会で概要を御説明しまして、その際に、県民に

も積極的に広報するよう御要望があったところ

でございます。その後、全庁的な調整や、添付

資料となります実施要領の作成作業等を行いま

して、２にありますように、昨日、知事、副知

事、全部局長から成ります第１回ＢＣＰ推進会

議を開催し、本庁版ＢＣＰの内容を正式決定し

て、運用を開始いたしました。なお、同日中に

県庁ホームページに内容を掲載するとともに、

マスコミにも別途説明を行ったところでござい

ます。

今後は、３にありますように、職員への周知

を図るとともに、年次計画に沿って事前の備え

を進めたり、所要の訓練や検証を行いながら、

対処能力の向上や問題点の確認等を行いまして、

よりよき計画となるよう、バージョンアップを

図っていくこととしております。

なお、出先機関におきましても、県内７カ所

にございます地方連絡協議会、そして、東京、

大阪、福岡の県外事務所ごとに「地域版ＢＣＰ」

を今年度末を目途に策定する予定でありまして、

万一、巨大災害等が発生した場合の県庁全体の

危機管理能力の向上に努めてまいりたいと考え

ております。

参考までに、本日は、本庁版ＢＣＰの本文や

実施要領等の資料を添付しておりますので、後

ほどごらんいただければと存じます。

説明は以上であります。

○黒木委員長 執行部の説明が終わりました。

委員の皆様、質疑はありませんか。

○宮原委員 オスプレイのところで、宮崎県も

含まれるということで、この資料を見せていた

だくと、一番後ろにあるんだけれども、地図が

はっきりしないんですけれども、これを見やす

い地図にした場合、どこからどこのラインが宮

崎県では引っかかってくるんですか。

○大坪危機管理局次長 この地図が示されてい

るんですが、緯度と経度が載っていますので、
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大体推測するに、九州山地の真ん中付近、恐ら

く椎葉から西米良あたりかなと考えられますが、

そこから北東方向に進みまして、日之影、延岡、

そういったところを通るような線になっている

んではないかと考えております。ただ、九州防

衛局に聞きましたら、真っすぐ飛ぶということ

はないんだそうでして、ある程度幅を持って飛

行訓練をするらしいですね。したがいまして、

この幅がどういうものになるのかとか、もう

ちょっと詳細にそこ辺を説明してほしいという

ことを申し上げているところでございます。

○宮原委員 もう一点、高度が500フィート以

上、150メートル以上で飛行ということは、これ

は山間地になりますね。ということは、当然割

と低いところを飛ぶのかなと。非常に高いとこ

ろでの訓練になるんでしょうか。山とかあるん

だけれども、その間を飛んでいくということじゃ

ないんでしょう。

○大坪危機管理局次長 説明によりますと、日

本の航空法を遵守しながら飛ぶということだそ

うでございまして、山間部につきましては、地

上から500フィート、150メートル離れた高度で

飛ぶということになります。

○宮原委員 150メートルというのは意外と低い

ような気がするんです。相当な音がするんじゃ

ないかと思うんですけれども、どこかに書いて

あったんですが、そんなに音がしないような書

き方がありますけれども。見られたことはない

でしょうから、信用していいんでしょうか。信

用していいんでしょうかという言い方は非常に

悪いんだけれども。

○大坪危機管理局次長 この資料に沿って九州

防衛局から説明があったんですが、アメリカ側

は、現在でも戦闘機なんかが実際そのルートで

訓練をやっているらしいです。それに対比しま

すと、オスプレイというのは、基本的にヘリコ

プターですので、騒音レベルは戦闘機ほどでは

ないと。したがって、騒音に関していうと、新

たに何か大きな負荷がかかるというものではな

いというのが説明でございます。

○宮原委員 これはわかっておられればですけ

れども、たまに夜９時ごろに物すごく低いとこ

ろを飛行機が飛ぶことが県内でもあるんですけ

れども、結構な音がするんですね。警察とかに

問い合わせてみても、「何かわからない」という

言い方で、米軍の飛行機だというふうに聞いて

いるんですけれども、そのあたりはつかんでお

られませんか。

○大坪危機管理局次長 そのあたり正式な情報

把握はできておりません。いかんせん、自衛隊

側に聞いても、自衛隊の飛行機ではないという

説明になります。したがって、米軍ではないか

という予想はするんでしょうけれども、それが

米軍だということはわからないというのが現状

でございます。

○宮原委員 非常に低いところを飛ぶので、落

ちてくるんじゃないかというような感じで、う

ちあたりを飛ぶので、いろいろ聞くと、皆さん

のところも飛んでいるということですから。も

ういいです。

○鳥飼委員 オスプレイというのは、ヘリコプ

ターと飛行機とまざったようなということです

が、具体的にはぐるぐる回ったのがこうして下

がってというのですが、どんな構造になってい

るんですか。何か説明を受けていますか。

○大坪危機管理局次長 実は防衛省が作成した

パンフレットがございまして、必要でしたら後

ほど差し上げますけれども、その中での説明を

見ますと、現在、普天間飛行場にはＣＨ―46と

いう双発のヘリコプターが輸送用機として就航
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しております。それが老朽化しているものです

から、それにかわる新しい輸送機ということで、

今回オスプレイというのを導入するということ

でございます。そして、スピードが現在のヘリ

コプターの約２倍、行動半径が約４倍、登載で

きる量が約３倍ということで、能力的には非常

に高いということだそうでございます。

あわせまして、委員がおっしゃいましたよう

に、２通りの飛行方法がございまして、１つは

普通のプロペラ機のような格好で飛行するパ

ターン、そしてもう一つは、羽根を今度はヘリ

コプターのようにして角度を変更して飛ぶパ

ターンということで、その２つの飛行の仕方が

できるということで伺っております。

○鳥飼委員 まずヘリコプターで上がって、飛

行中に飛行機に変わるというものですね。大体

そんな器用なまねができるのかという感じがす

るんですけれども、それをやっているというこ

とでしょうね。今、スピードが２倍になるとい

うことですけれども、飛行機になったときとい

うことですか。そのときに２倍になる。

○大坪危機管理局次長 普通の航空機のような

状態で飛行するときに約２倍、時速でいいます

と520キロという最大速力があるということでご

ざいます。

○鳥飼委員 大体わかってきたような感じがす

るんですが、最近、墜落したとか出ていますの

で、安全上といいますか、機能そのものに問題

があるんではないかと。そもそもヘリコプター

を飛行機に変えようなんていう、そういう技術

を過信し過ぎている。その切りかえのときになっ

ているのかなというような感じがしないでもな

いんですが、６月22日に防衛局から担当課長が

来たときには、事故についての説明というのは

あったんでしょうか。

○大坪危機管理局次長 具体的な事故について

の説明というよりも、この冊子に載っています

が、米軍側からの説明として、いわゆる事故率

というものが従来の航空機と比べてオスプレイ

は低いという説明があります。したがいまして、

先ほども資料で御説明しましたように、機体の

安全性については何ら問題ないし、一貫して、

その他の飛行機よりも安全の程度が高いという

ふうな説明を米側がしているという説明はござ

いました。

○鳥飼委員 先ほどの説明で150メートル、500

フィートということなんですけれども、150メー

トルといったら―普通の飛行機は飛んでいる

ときはかなり高いですね。飛行場から飛ぶとき、

おりるときとありますわ。青島線（国道220号）

におりてきます、あのときはかなり低くなって

いる。あれで何メーターぐらいあるんですか。

○大坪危機管理局次長 私も詳細なことは知り

ませんが、航空法を見る限りは、要するに150メー

トル、500フィートというのは、離発着するとき

じゃない場合です。離発着する場合は当然150

メートル以下におりてくるわけですから、それ

はそれとして、ただ、普通に飛行している場合

の最低高度といいますのが、街の中ですと1,000

フィート、300メートルという規定がございます。

そして、そうでない場合には500フィート、150

メートル、それが最低の高度、それより以下に

はおりてはならないというふうな航空法の内容

になっております。

○鳥飼委員 そういうわかりにくいことをお聞

きしたのは、150メートルというのはどのぐらい

かというのがわからないし、かなり低いなとい

う感じはするんです。普天間の是非は別にして、

それが県内を飛ぶわけですね。先ほど説明があっ

たように、椎葉、西米良、日之影、延岡を150メー
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トルで飛んでいく。そのときは飛行機になって

いるんですか。

○大坪危機管理局次長 そのときの具体的な飛

行形態がどうなっているのかというのは、全く

説明がございません。

○鳥飼委員 その辺がわからないんですが、い

ずれにしても低いなという感じなんです。つか

みですからわからないから。宮崎に帰ってくる

ときに、この辺まで来たときにこのぐらいかな

というような感じで、そんなに高くない状況で

すね。今、一番心配されるのは、事故率がどう

こうという説明があったということですけれど

も、欠陥機ではないかというようなことが言わ

れていますので、墜落をするようなことがあっ

たり、県民の命にかかわるようなことがあった

ら非常に困るというふうに僕らも思いますし、

知事としても危機管理局としてもそういうふう

な判断をされているというふうに思うんですが、

その辺の不安というのがあります。ここに要請

している事項ということで、法的な整理とか、

国民にいろんな情報を提供すべきだとか、関係

市町村にとかいうような要望をしても、ほとん

どそれらしき説明というのはなかったというこ

とになっているわけですね。

○大坪危機管理局次長 九州防衛局の担当課長

で即断できるものではないということでして、

いずれも防衛省のほうと協議をした上で回答し

ますという説明でございました。説明自体は丁

寧にされているというふうに思いますが、先週

見えた際も、我々が本当に求めているような、

そういうレベルでの御回答ではなかったもので

すから、改めてしっかりとそこ辺を本省とも協

議をして返事をしてくださいということでお願

いをしているところでございます。

○鳥飼委員 もう一回確認しますが、まず最初

に６月22日に来られたときに、当然、本県から

要請している事項というのは話をしたわけです

ね。そして、今度また７月13日に来られて、再

度確認をしたら、九州防衛局では判断できない

と。しかし、その間20日間ぐらいあるわけで、

態度としては極めて不誠実なことになるんじゃ

ないかなと。本来でしたら、そういう要請をし

ているわけですから、説明に来るというのが当

たり前だと思うんですけれども。

○橋本危機管理統括監 委員御指摘の防衛局、

私も２回とも聞いておりますけれども、決して

不誠実というわけではなくて、１回目で米軍の

環境影響評価書、それの仮訳の日本語版を持っ

てきて、該当箇所を御説明を丁寧にしていただ

きました。その上で、先ほど、次長から説明申

し上げましたような我々の疑問を投げかけまし

て、その疑問に対しまして、一たん、資料を事

前に送っていただいて、それを見て再度議論し

たときに、十分納得いかない部分が一部あった

という趣旨でございます。その一部というのは、

最終的にこれは日米地位協定という条約マター

になりますので、そこの部分については防衛省

所管ではなくて外務省所管になる部分がござい

まして、そこの部分についてはなお確認をお願

いしたというところでございます。それ以外、

いろいろな部分については、丁寧に御説明をい

ただいているというところでございます。

○鳥飼委員 もう一回確認しますけれども、当

初来られて説明があって、その後に郵送か何か

で資料を送ってきたと。その後もう一回来たと

きに、この３つの疑問点というのを出したとい

うことになるんですか。

○橋本危機管理統括監 この３つの疑問点につ

きましては、１回目のときに御質問している内

容でございます。その上で、具体的に言います
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と、（１）について、過去の例えば国会における

質問趣意書とかの資料を送っていただいたと。

ただ、その質問趣意書の内容を見て、なお、先

ほど申し上げましたように、日米地位協定に照

らして、なぜそういう解釈になるのかという、

往復している中でさらなる質問が出てきたとい

うものについて持ち帰っていただいているとい

うのが１点。それから２点目については、今時

点では、この地図以上の情報は日本国政府とし

て持ち合わせていないという回答でございまし

た。緯度、経度とかを正確に把握しているわけ

ではないと。これ以上の情報はないという回答

でございました。それでいいのかどうかという

のは議論の余地があるんですけれども、それに

絡みまして３点目で、関係市町村にというのは、

正確に日本国政府として把握したものを説明し

なければならないんですが、その段階にはない

ということと、７つのルートがあるということ

で、全国にかかわる問題ですので、どのような

形で市町村にどのように説明していくかという

のは全国一律で、本省のほうで協議した上で対

応していきたいという回答をちょうだいしてい

るところでございます。

○鳥飼委員 確かに日米地位協定、かなり詳し

い取り決めがありますね。私も防衛省のホーム

ページから見て、非常に微に入り細に入りとい

うことで安保条約に基づいたものが取り決めら

れている。その結果としての日本の主権が私た

ちから見れば侵害されていると。アメリカから

見れば当然のことだという理屈のところで今、

せめぎ合いがあっていると思うんです。ですか

ら、中段に米印でありますけれども、具体的な

飛行ルートは承知していない。米軍の運用にか

かわる問題だから、日本としては米軍に求める

考えはない、求める権利もないというふうなこ

とで書いてあります。野田総理もそんなことを

言っていて、前原さんがそれはおかしいじゃな

いかというようなことで、民主党の中でも何か

もめているようなことはあるんですけれども。

ただ、我々県民とすれば、そういうところとは

別に、県民の安全が阻害されるということにつ

いては異議を申し立てていくというのは当然で

すし、日本国政府は、それに対して宮崎県に説

明する義務があると思うんです。丁寧に説明を

して、そういう実績づくりだけをやってもらっ

ても意味がないと思うんです。宮崎県が示した

疑問点について、しっかりとした説明がなけれ

ば、言葉遣いが丁寧で何遍も来ても、これは誠

意ある対応だと思っちゃいかんと思うんですね。

個人的には誠意ある人かもしれませんけれども、

これは機関同士の話し合いということになりま

すから、そこ辺が非常に心配されるところなん

です。

このことについては事実が進行していますね。

もうすぐ岩国に着くようなことも出ていまして、

ひょっとすると飛んでくる可能性も十分あるわ

けで、今後の対応というのは文書でというのは、

自治体間でもそうですけれども、役所に出す文

書、国に出す文書ですから、文書として早急に

提出すべきではないかと思います。そのことが

宮崎県としての意思表示になるんじゃないかと

いうふうに思うんですけれども、どうでしょう

か。

○橋本危機管理統括監 委員がおっしゃるよう

に、宮崎県として、県民の方の安全・安心を守

る立場にありますので、対応が丁寧とか、そう

いうレベルではなくて、一応こっちの球に対し

ては投げ返していただいている。ただ、それを

踏まえてさらに質問をしている、やりとりをし

ているという状況でございますので、そういう
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意味でしっかり回答をもらうという誠実な対応、

最後の答えをもらう必要があるというのは我々

も十分認識しているところでございますので、

引き続きそこは対応してまいりたいと思います。

なお、その上で今、どちらかといいますと、

事実関係の確認をいろいろしている場面でござ

いまして、その事実関係が固まって宮崎県とし

ての意見が固まるという段になってまいると思

いますので、委員がおっしゃるように、一方で、

導入というのは並行して時間軸がありますので、

それとの兼ね合いもありますけれども、そこを

注視しつつ、必要に応じて、必要であれば文書

でやってまいりたいと思っております。現時点

では、まず事実関係の確認をしているという段

階でおりますので、時期を見て対応は検討して

いきたいと思っております。

○鳥飼委員 後は要望になりますけれども、や

はり文書で出さないと余り意味はないと私は

思っているんです。確かにそういう努力はやら

れるべきですし、やらなくちゃいけないことで

すが、宮崎県としての意思を表示するためには、

知事印で出すのが宮崎県としての意思ですから、

それに対してちゅうちょしたらいけないと思う

んです。一番大事にしなくちゃいけないのは県

民の安全ということですね。そのために知事と

してどうするべきなのかということをやってい

ただきたいということをお願いしておきます。

○有岡委員 ２点ほどお尋ねいたします。まず、

霧島連山の登山の規制の関係ですけれども、高

千穂峰の登山道に一部危険箇所があるために、

補修を行い、安全確認後に規制を解除するとい

うふうな考え方があるんですが、これを今の段

階で、いつぐらいをめどに取り組んでいらっしゃ

るのか、お尋ねしたいと思います。

○大坪危機管理局次長 先ほど御説明しました

ように、この件につきましては、全体的な総論

の話としまして、夏休みに入るころ、７月下旬

を目途として入山規制の一部解除を行うことが

できればということで作業を進めてまいりまし

た。そういう中で、高千穂峰に至るルートにつ

きましては、ちょうど山頂付近の部分なんです

けれども、通行するのに危険な箇所が存在する

ということで、これは所管が環境森林部のほう

になるんですけれども、そちらのほうで、今後

できるだけ早く必要な補修をしまして、安全性

の確認をして、できるだけ早く再開していきた

いということでございます。時期についてはま

だ明示されておりません。

○有岡委員 これからシーズンでありますので、

努力事項としてお願いしたいと思います。

それともう１点ですが、本庁版ＢＣＰの件に

ついてお尋ねしたいと思います。災害対策本部

を設置して、資料にありますように、30分後に

は業務開始ができるような対策ということで、

最低10人とか18人とかいう数字があるんですけ

れども、恐らくシミュレーションをしていらっ

しゃると思うんですが、夜の災害時にこういっ

た人員確保がどんなふうにできるんだろうかと

か、例えば、本庁に向かう途中、橋が壊れて使

えないというような実態があったときに、どう

いうシミュレーションが描かれているのか、も

う少し具体的に御提示いただければと思います。

○大坪危機管理局次長 おっしゃっている点は

非常に重要な点でございます。開庁時はまだ職

員がそろっているわけですけれども、閉庁時に

どう職員をそろえるかという問題、これは本庁

のみならず、今後、地域版のＢＣＰをつくりま

すけれども、それぞれの出先機関におきまして

も非常に大きな問題です。したがいまして、職

員の登庁体制をどう確保するかということにつ
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きましては、今後の非常に大きな課題として具

体的な検討をこれから進めてまいりたいと考え

ているところでございます。

○有岡委員 ここで言う職員への周知という、

その職員というのは、行政の職員を指すのか、

また、教職員、警察官を含めればかなり幅広く

なるんですが、そこら辺の周知の範囲というの

はどこまでを示していらっしゃるのか、お尋ね

します。

○大坪危機管理局次長 今回の本庁版ＢＣＰに

つきましては、なるべくスピード感を持ってつ

くるということを主眼としましたので、本庁の

７部と１局―７部というのは総合政策部等の

本庁７部、それと会計管理局―ということで

スタートいたしました。したがいまして、今現

在のＢＣＰにつきましては、その範囲が対象で

ございます。ただ、昨日のＢＣＰ推進会議でも

申し上げたんですが、今後、その他の部局、おっ

しゃいましたように教育委員会ですとか、企業

局ですとか、その他の部局がございますので、

そういったところにも相談をしながら、最終的

には本当の全庁的なものにできればというふう

に考えているところでございます。

○有岡委員 準備をする段階ですので、ぜひ、

いろんなシミュレーションしながら準備してい

ただきたいと思いますし、代替のオフィスとい

うふうなことも想定していらっしゃるのかどう

かまでお尋ねしたいと思います。

○大坪危機管理局次長 実は今回、ＢＣＰを策

定するに際しまして、被害を実際に受けた県に

も調査に行ってまいりました。施設面に関して

いいますと、宮城県庁と福島県庁の事例が大変

参考になったんですが、両方とも震度６弱だっ

たんだそうですけれども、宮城県庁はしっかり

していまして、そのまま業務ができたんですが、

福島県庁は本県のように老朽化している施設で

ございまして、余震もあったものですから、３

日間は全く職員が入ることすらできなかったそ

うでございます。したがいまして、福島県庁の

場合は、道路をまたいだところにあります町村

会館のような施設を借りて、現在もそこで災害

対策本部の業務をやっていらっしゃいます。し

たがいまして、本県でも、現在の庁舎について、

本当に大丈夫なのかという検討を十分にやって、

このＢＣＰの中にも書いているんですが、やっ

ぱり新たな防災拠点施設というのがまずは必要

だろうと考えております。ただ、それでもなお

かつ使用できない場合というのも想定しなく

ちゃなりませんので、そこは本文の28ページに

具体的に入れたんですけれども、ちょっとごら

んいただけますでしょうか。「本庁舎が使用でき

ない場合の対応」ということで、判断基準とい

うのがございまして、①本庁舎が著しい損傷を

受けて安全に業務を実施することが困難な場合

等々、②、③の場合を含めまして、そういう場

合には、下のほうにございます代替施設に移っ

て業務をするということにいたしております。

この代替施設につきましては、①から⑤にある

ような観点で、毎年度調査をしまして、どの程

度の面積が使えるとか、通信等を含めてインフ

ラの状況がどうなっているかというのを常時把

握した中で、いざ、そういう大災害になった場

合に速やかに選定できるように、そんなふうに

していきたいと考えております。

○有岡委員 どうもありがとうございました。

結構です。

○黒木委員長 ほかに質疑はありませんか。

○鳥飼委員 新燃岳のことなんですが、噴火警

戒レベルは３のまま継続するが、警戒範囲は３

キロから２キロにということで、火山噴火予知
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連絡会議の検討結果で気象庁がこのように発表

したということなんですけれども、桜島の状況

はどんな状況なんでしょうか。昨年はかつてな

い噴火をしたというように聞いていますし、桜

島と新燃岳は下のほうで連動しているんじゃな

いかというような意見もありますし、そこら辺

はどんなふうに見ておられますか。

○大坪危機管理局次長 詳細を承知しているわ

けではないんですが、気象台とか鹿児島県庁の

方々にお聞きしますと、最近は活動が非常に活

発だそうでございまして、しょっちゅう噴火し

て、灰が飛んでいるという状況だそうでござい

ます。したがいまして、鹿児島県のほうは日常

的な災害として対処せざるを得ないということ

で、非常に苦慮しているというふうな話を伺っ

ているところでございます。

○鳥飼委員 連動しているということはどうし

ても出てくるんです。傾向として桜島も少しは

少なくなってきているのかなというふうに思っ

たものですから。鹿児島のことですけれども、

最近の日本の地下構造そのものに異常が起きて

いるようなことも報道があっていますので、

ちょっと心配になったものですから。

○大坪危機管理局次長 桜島と新燃岳の関係に

つきましては、直接連動しているという説明を

聞いたことはございません。新燃岳に関して言

いますと、最近、ＧＰＳ等で、山腹がどの程度

膨らんでいるかとかいうのは詳細なデータが出

ているようでありまして、最近の調査では、新

燃岳の火口の下に供給されるマグマの量という

のが落ちついてきていると。したがいまして、

そんなに大きな噴火が突然発生するという状況

ではないんだろうというお見立てのようでござ

います。

○鳥飼委員 ありがとうございました。

○黒木委員長 ほかに質疑はありませんか。な

いようでしたら、報告事項の質疑を終わります。

その他、何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○黒木委員長 ないようですので、以上をもっ

て総務部を終了いたします。執行部の皆様、お

疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時53分休憩

午前11時55分再開

○黒木委員長 委員会を再開いたします。

その他、何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○黒木委員長 ないようでしたら、以上をもっ

て本日の委員会を終了いたします。

午前11時55分閉会


